
別紙１                                            

長期療養を必要とする疾病にかかったため、定期接種を受けることができなかった方へ 

 

定期接種は、予防接種法に定められた期間に受ける必要がありますが、長期療養を必要とする

疾病にり患する等の特別な事情により、その期間内に受けることができなかったと市長が認めた

場合は、定期接種として受けることができますので、次の手続きを行ってください。 

 

 １ 接種の相談 

                     

２ 申請に必要な 

書類の受取 

（郵送可） 

 

 

３ 申請書類の 

提出 

 

 

 

 

 

４ 接種に必要な 

書類の受取 

 

 

 

５ 予防接種 

 

 

○接種期限について 

予防接種不適当要因が解消された日から２年（高齢者肺炎球菌は１年）未満です。ただし、次

のワクチンについては次に示す年齢条件を超えない範囲となります。 

ア 五種・四種混合 15歳に達するまで 

イ ＢＣＧ     ４歳に達するまで 

ウ ヒブ      10歳に達するまで 

エ 小児用肺炎球菌 ６歳に達するまで 

 

○指定医療機関以外（愛知県広域又は県外）の医療機関で接種を受ける場合、別に手続きが必

要ですので、希望の方はお申し出ください。 

 

（問い合わせ先 春日井市健康福祉部健康増進課 予防担当 0568-85-6168） 

健康増進課に相談する。（電話又は窓口） 

 

相談後、次の書類を受け取る 

・該当理由書 

・主治医への説明文 

・申請書 

 

医療機関に身分証（子ども医療証、運転免許証等）、決定通知書及

び接種券を提出し、予防接種を受ける 

※接種期限を超えた場合や決められた接種間隔以外で接種を受けた場合は有料と

なります。 

(1)主治医に説明文（別紙２）を渡し、該当理由書を記入してもらう 

※文書料が発生する場合があります。 

※該当理由書の代わりに、必須項目(太字で示した項目)が記載された任意の書

式でも結構です。 

(2)申請書を記入し、該当理由書を添付して健康増進課に提出する 

※審査の結果、申請が認められない場合があります。その場合は、健康増進課

から却下通知が送付されます。 

健康増進課から決定（又は却下）通知書が送付される 

決定の場合、対象の接種券も送付します。 

申請が認め 

られた場合 


